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と
こ
ろ
で
、
成
田
空
港
の
設
置
に
係
る
法
体
系
と
運
輸
省
や
公
団
の
現
実
の
営
為
と
の
間
に
は
矛
盾
が
あ
る
と

の
指
摘
が
あ
る
の
で
、
公
団
の
業
務
に
関
す
る
諸
点
に
つ
き
、
以
下
政
府
の
見
解
を
質
し
た
い
。 

新
東
京
国
際
空
港
（
以
下
「
成
田
空
港
」
と
い
う
）
は
、
成
田
空
港
公
団
（
以
下
「
公
団
」
と
い
う
）
に
よ
り
、
地
元
農

民
や
周
辺
住
民
に
諸
種
の
悪
影
響
を
与
え
な
が
ら
、
公
団
法
第
三
章
の
業
務
に
関
す
る
規
定
に
基
づ
き
、
千
葉
県

成
田
市
に
建
設
中
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。 

一 

公
団
法
第
一
条
は
、
公
団
な
い
し
公
団
法
の
目
的
を
定
め
て
い
る
が
、
成
田
空
港
の
建
設
過
程
の
現
状
か
ら

み
て
、 

 
(2) 

成
田
空
港
の
設
置
が
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(1) 

公
団
法
第
一
条
の
目
的
が
達
成
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。 

新
東
京
国
際
空
港
公
団
の
業
務
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

三 

成
国
空
港
建
設
に
関
し
て
、
運
輸
省
・
公
団
が
犯
し
た
違
法
行
為
に
つ
き
、 

二 

公
団
法
第
一
〇
条
は
、
監
事
に
よ
る
業
務
監
査
に
つ
き
定
め
て
い
る
が
、 

(1) 

そ
の
す
べ
て
を
個
別
的
に
次
に
よ
り
明
ら
か
に
ざ
れ
た
い
。 

(3) 

公
団
の
な
す
業
務
の
違
法
性
・
不
当
性
を
監
査
の
対
象
と
し
な
く
て
よ
い
と
す
る
な
ら
そ
の
理
由
は
何 

か
。 

(2) 

右
に
つ
い
て
の
法
的
根
拠
は
何
か
。 

(1) 

監
事
が
行
う
べ
き
業
務
監
査
の
目
的
な
い
し
対
象
は
何
か
。 

(3) 
公
団
法
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
の
に
、
公
団
法
な
ど
関
係
す
る
法
体
系
に
不
備
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

理
由
を
添
え
て
、
そ
の
す
べ
て
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(ii) 

違
法
行
為
の
行
わ
れ
た
年
月
日
及
び
場
所 

(i) 

違
反
し
た
法
律
及
び
そ
の
条
文
名 

四 

 



 

四 

公
団
法
第
二
一
条
は
、
基
本
計
画
に
つ
き
定
め
て
い
る
。
昭
和
四
一
年
一
二
月
一
二
日
に
運
輸
大
臣
が
指
示

し
た
基
本
計
画
で
は
、
工
事
完
成
の
予
定
期
限
に
つ
い
て
も
定
め
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、 

(3) 

成
田
空
港
は
、
基
本
計
画
に
従
つ
て
建
設
さ
れ
て
い
る
と
答
弁
し
て
い
る
（
内
閣
衆
質
七
五
第
一
三
号
）
が

基
本
計
画
で
定
め
る
予
定
期
限
ど
お
り
工
事
が
完
成
し
て
い
な
く
て
も
、
な
ぜ
基
本
計
画
に
従
つ
て
建
設
さ 

(2) 

右
工
事
完
成
の
予
定
期
限
ど
お
り
工
事
は
完
成
し
た
か
。 

(1) 

基
本
計
画
で
定
め
ら
れ
る
工
事
完
成
の
予
定
期
限
は
い
つ
か
。 

(2) 

右
違
法
行
為
に
つ
き
、
千
葉
県
警
察
本
部
な
ど
関
係
当
局
が
摘
発
し
、
送
検
な
い
し
告
発
し
な
か
つ
た
理

由
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
。 

(v) 

違
法
行
為
が
発
覚
し
た
理
由 

(iv) 
違
法
行
為
が
発
覚
し
た
年
月
日 

(iii) 

違
法
行
為
の
行
わ
れ
た
理
由
又
は
原
因 

五 

 



 

(7) 

右
協
議
は
、
い
か
な
る
法
律
の
い
か
な
る
条
文
の
規
定
に
基
づ
く
の
か
。 

(6) 

そ
れ
と
も
、
工
事
完
成
の
遅
延
が
国
の
財
政
に
関
連
す
る
と
し
て
、
運
輸
大
臣
が
大
蔵
大
臣
と
協
議
し
た

こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
年
月
日
と
内
容
を
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(5) 

工
事
完
成
が
い
く
ら
遅
延
し
て
も
、
な
ぜ
国
の
財
政
に
は
関
連
し
な
い
の
か
。 

(4) 
基
本
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
す
る
こ
と
が
国
の
財
政
に
も
関
連
が
あ
る
の
で
大
蔵
大
臣
と
協
議
す
べ
き

も
の
と
し
た
と
答
弁
し
て
い
る
（
内
閣
衆
質
七
五
第
一
八
号
）
こ
と
か
ら
し
て
、
基
本
計
画
を
構
成
す
る
一
項

目
で
あ
る
工
事
完
成
の
予
定
期
限
が
、
工
事
完
成
の
現
実
の
状
況
と
異
な
つ
て
い
て
も
運
輸
大
臣
が
基
本
計

画
を
変
更
も
せ
ず
、
ま
た
大
蔵
大
臣
と
協
議
し
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
事
態
（
工
事
の
完
成
が
遅
延
す
る
こ

と
）
が
、
国
の
財
政
に
は
何
ら
関
連
し
な
い
と
い
う
認
識
を
も
つ
て
い
る
た
め
と
し
て
よ
い
の
か
。
そ
の
他

そ
の
理
由
は
何
か
。 

れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
。 

六 

 



 

(11) 

工
事
完
成
の
予
定
期
限
を
定
め
る
基
本
計
画
の
項
で
「
そ
の
他
必
要
な
事
業
」
と
は
、
滑
走
路
Ａ
に
お
け
る

航
空
機
の
安
全
か
つ
円
滑
な
離
着
陸
を
確
保
す
る
た
め
に
直
接
必
要
な
施
設
以
外
の
施
設
の
建
設
等
で
あ
つ 

(10) 

用
地
取
得
に
そ
の
予
定
し
た
期
日
以
上
を
要
す
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
土
地
収
用
法
や
公
共
用
地
の
取
得
に

関
す
る
特
別
措
置
法
を
発
動
す
れ
ば
よ
い
と
基
本
計
画
策
定
時
に
は
考
慮
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
つ
た

の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(9) 

基
本
計
画
が
、
誤
つ
た
判
断
の
上
に
策
定
さ
れ
て
い
て
も
、
な
お
、
基
本
計
画
を
変
更
す
る
必
要
が
な
い

と
強
弁
す
る
理
由
は
何
か
。 

(8) 
工
事
完
成
の
予
定
期
限
を
設
置
す
る
に
は
、
用
地
取
得
に
要
す
る
期
間
の
推
定
が
前
提
と
な
る
。
こ
の
用

地
買
収
が
二
年
間
で
完
了
す
る
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
基
本
計
画
を
策
定
し
た
当
時
は
、
千
葉
県
の
協

力
が
得
ら
れ
て
い
た
こ
と
等
に
か
ん
が
み
短
時
日
の
う
ち
に
関
係
住
民
の
協
力
が
得
ら
れ
る
も
の
と
判
断
し

た
の
で
と
答
弁
し
て
い
る
（
内
閣
衆
質
七
五
第
一
八
号
）
が
、
右
判
断
を
誤
つ
た
理
由
は
何
か
。 

七 

 



 

五 

基
本
計
画
は
ま
た
運
用
時
間
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
が
、 

(4) 

そ
れ
と
も
、
運
行
時
間
が
「
空
港
周
辺
に
お
け
る
環
境
問
題
」
な
ど
か
ら
ど
の
程
度
に
押
さ
え
ら
れ
る
と
公 

(3) 

例
え
ば
、
運
行
時
間
が
、
午
前
八
時
か
ら
午
後
六
時
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
つ
た
と
き
で
も
、
公
団
法
第

二
条
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
い
え
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(2) 

公
団
法
第
二
条
は
、
成
田
空
港
の
要
件
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
の
要
件
と
運
行
時
間
に
は
、
基
本

的
な
関
係
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(1) 

運
用
時
間
及
び
運
行
時
間
を
国
際
民
間
航
空
機
構
（
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｏ
）
で
は
、
ど
の
よ
う
に
英
語
で
公
式
に
表
現

し
て
い
る
か
。 

て
、
同
空
港
の
設
置
、
管
理
の
た
め
必
要
な
も
の
（
内
閣
衆
質
七
五
第
一
八
号
）
と
は
具
体
的
に
何
か
。
そ
の

す
べ
て
を
挙
げ
ら
れ
た
い
。
ち
な
み
に
公
団
法
第
二
一
条
に
よ
れ
ぼ
、
機
能
施
設
や
利
便
施
設
の
建
設
は
、

基
本
計
画
の
対
象
と
は
さ
れ
な
い
。 

八 

 



 

(7) 

右
に
つ
い
て
、
世
界
の
航
空
輸
送
上
必
要
と
な
る
合
理
的
な
運
行
時
間
を
確
保
で
き
る
空
港
を
建
設
す
る 

(6) 

公
団
法
施
行
令
第
三
条
は
、
基
本
計
画
で
定
め
る
べ
き
事
項
を
限
定
し
て
い
る
が
、
運
用
時
間
の
み
明
記

さ
れ
て
い
て
、
運
行
時
間
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
理
由
は
何
か
。 

(5) 
公
団
法
第
二
条
に
規
定
す
る
要
件
、
す
な
わ
ち
、
①
長
期
に
わ
た
つ
て
航
空
輸
送
需
要
に
対
応
す
る
こ
と

が
で
き
②
将
来
に
お
け
る
主
要
な
国
際
航
空
路
線
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
要
件
と
同
一
要
件

を
も
つ
て
設
置
さ
れ
て
い
る
次
の
新
空
港
に
お
け
る
運
用
時
間
及
び
運
行
時
間
に
つ
き
明
ら
か
に
さ
れ
た 

い
。 

(iii) 

新
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
空
港
（
カ
ナ
ダ
） 

(ii) 

シ
ャ
ル
ル
・
ド
ゴ
ー
ル
空
港
（
仏
国
） 

(i) 

ダ
ラ
ス
・
フ
ォ
ー
ト
ワ
ー
ス
空
港
（
米
国
） 

団
法
第
二
条
の
要
件
に
影
響
が
出
て
く
る
と
す
る
の
か
。
そ
の
根
拠
は
何
か
。 

九 

 



 

(12) 

飛
行
場
周
辺
の
航
空
機
騒
音
問
題
は
、
国
の
財
政
に
は
何
ら
影
響
が
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(11) 

運
行
時
間
は
空
港
周
辺
に
お
け
る
環
境
問
題
を
考
慮
し
て
決
定
す
る
と
答
弁
し
て
い
る
（
内
閣
衆
質
七
五

第
一
八
号
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
運
行
時
間
の
決
定
は
、
国
の
財
政
に
関
連
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

理
由
は
何
か
。 

(10) 

右
に
つ
き
、
昭
和
四
一
年
一
二
月
二
日
の
運
輸
大
臣
と
大
蔵
大
臣
と
の
協
議
で
は
、
ど
の
よ
う
な
説
明
が

行
わ
れ
た
の
か
。 

(9) 

公
団
法
施
行
令
第
三
条
第
六
号
の
具
体
的
な
内
容
は
何
か
。
例
示
さ
れ
た
い
。 

(8) 
そ
れ
と
も
、
運
行
時
間
は
、
公
団
法
施
行
令
第
三
条
第
六
号
の
「
そ
の
他
必
要
な
基
本
的
な
事
項
」
の
中
に

含
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
運
輸
大
臣
が
基
本
計
画
を
策
定
す
る
際
サ
ボ
つ
た
も
の
な

の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
と
解
釈
し
て
よ
い
の
か
。 

一
〇 

 



 

(18) 

運
行
時
間
を
犠
牲
に
ま
で
し
て
、
空
港
敷
地
の
面
積
を
狭
く
し
か
定
め
な
か
つ
た
理
由
は
何
か
。
国
の
財 

(17) 

空
港
敷
地
の
面
積
の
定
め
方
に
よ
つ
て
は
、
運
行
時
間
を
運
用
時
間
と
合
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

(16) 

基
本
計
画
で
空
港
敷
地
の
面
積
を
一
、
〇
六
〇
ヘ
ク
タ
ー
ル
程
度
と
し
た
根
拠
は
何
か
。 

(15) 

基
本
計
画
で
は
、
空
港
敷
地
の
面
積
も
定
め
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う
「
空
港
敷
地
」
の
定

義
は
何
か
。 

(14) 

右
に
よ
れ
ば
、
羽
田
空
港
は
、
少
な
く
と
も
運
行
時
間
に
つ
い
て
は
、
公
団
法
第
二
条
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
と
し
て
よ
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(13) 
成
田
空
港
の
運
行
時
間
を
現
行
東
京
国
際
空
港
（
以
下
「
羽
田
空
港
」
と
い
う
）
な
み
に
す
る
と
友
納
武
人
千

葉
県
知
事(

当
時)

に
回
答
し
て
い
る
が
、
運
行
時
間
を
現
行
の
羽
田
空
港
な
み
に
し
て
も
、
公
団
法
第
二
条

の
要
件
は
達
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る
根
拠
は
何
か
。 

一
一 

 



 

六 

公
団
の
業
務
の
実
施
に
つ
い
て
は
、
公
団
法
第
二
二
条
及
び
同
二
三
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。 

(2) 

機
能
施
設
の
設
置
及
び
管
理
並
び
に
利
便
施
設
の
建
設
及
び
管
理
に
つ
い
て
は
、
公
団
法
第
二
三
条
の
規 

(1) 

空
港
及
び
航
空
保
安
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
つ
い
て
は
公
団
法
第
二
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
基
本
計
画

に
従
い
、
か
つ
、
航
空
法
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
の
み
行
え
ば
、
他
の
法
令
に
は
規
定
さ
れ
な
い
と
し
て

よ
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(19) 

空
港
敷
地
の
面
積
が
、
羽
田
空
港
（
四
〇
七
ヘ
ク
タ
ー
ル
、
以
下
同
じ
）
よ
り
小
さ
い
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ラ

ガ
ー
デ
ィ
ア
空
港
（
二
三
三
）
や
、
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
空
港
（
三
四
七
）
の
方
が
、
発
着
回
数
が
、
羽

田
空
港
（
一
七
万
回
）
よ
り
大
き
い
理
由
は
何
か
。
航
空
技
術
的
に
な
ぜ
可
能
な
の
か
。
ち
な
み
に
一
九
七
一

年
実
績
の
発
着
回
数
で
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ラ
ガ
ー
デ
ィ
ア
空
港
で
は
、
三
一
万
六
千
回
ま
た
ワ
シ
ン
ト 

ン
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
空
港
で
三
三
万
回
で
あ
る
。 

政
上
の
問
題
か
。 

一
二 

 



 

(8) 

公
団
法
施
行
令
第
五
条
第
二
項
は
、
利
便
施
設
の
運
営
を
公
団
以
外
の
も
の
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
す
す
め

て
い
る
が
、
利
便
施
設
の
運
営
に
携
わ
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
公
団
以
外
の
も
の
の
名
及
び
関
係
す
る
利
便

施
設
の
種
類
を
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(7) 

右
特
別
な
事
情
の
具
体
的
な
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(6) 

公
団
法
施
行
令
第
五
条
第
一
項
は
、
機
能
施
設
の
運
営
に
つ
き
定
め
て
い
る
が
、
機
能
施
設
の
う
ち
、
公

団
自
ら
が
そ
の
運
営
を
行
う
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
特
別
の
事
情
の
存
す
る
も
の
は
ど
れ
か
。 

(5) 

現
在
建
設
中
又
は
建
設
が
完
了
し
て
い
る
利
便
施
設
は
何
か
。
そ
の
す
べ
て
を
列
挙
さ
れ
た
い
。 

(4) 

利
便
施
設
の
建
設
基
準
は
、
い
か
な
る
政
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
そ
の
内
容
は
何
か
。 

(3) 

右
に
お
い
て
、
利
便
施
設
の
建
設
基
準
が
公
団
法
施
行
令
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
が
な
ぜ
か
。 

定
に
よ
り
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
つ
て
さ
え
い
れ
ば
、
他
の
法
令
に
は
規
定
さ
れ
な
い
と
し
て
よ
い
の

か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

一
三 

 



 

七 
成
田
空
港
に
関
す
る
空
港
・
航
空
保
安
無
線
施
設
及
び
航
空
灯
火
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
航
空
法
第
五
五
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
従
い
、
運
輸
大
臣
に
よ
り
、
工
事
実
施
計
画
の
認
可
又
は
変
更
の
認
可
を
受
け
ね
ば
な

ら
な
い
が
、 

(3) 

航
空
法
第
四
〇
条
は
、
工
事
実
施
計
画
の
認
可
の
あ
と
、
供
用
開
始
の
予
定
期
日
な
ど
を
告
示
し
、
現
地

に
掲
示
す
る
こ
と
を
運
輸
大
臣
に
義
務
付
け
て
お
り
、
さ
ら
に
供
用
開
始
後
に
お
い
て
、
告
示
し
及
び
掲
示

し
た
事
項
に
変
更
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
定
め
て
い
る
が
、
供
用
開
始
前
に
変
更
が
あ
る 

(2) 

右
に
お
い
て
、
工
事
が
完
成
す
る
合
理
的
な
可
能
性
の
あ
る
期
限
で
あ
る
場
合
、
こ
の
合
理
的
な
可
能
性

に
つ
い
て
は
、
工
事
実
施
計
画
が
認
可
さ
れ
て
い
る
以
上
、
運
輸
大
臣
が
追
認
し
、
保
証
す
る
も
の
で
あ
る

と
し
て
、
よ
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(1) 

認
可
さ
れ
た
工
事
実
施
計
画
に
あ
る
工
事
完
成
の
予
定
期
日
と
は
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
て
い
る
の
か
。

工
事
が
完
成
す
る
合
理
的
な
可
能
性
の
あ
る
期
限
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
目
安
に
過
ぎ
な
い
の
か
。 

一
四 

 



 

(ホ ) 

右
の
場
合
、
そ
の
法
的
根
拠
は
何
か
。 

(ニ ) 

今
後
、
運
輸
大
臣
は
新
し
い
供
用
開
始
の
予
定
期
日
を
定
め
、
告
示
し
及
び
掲
示
す
る
つ
も
り
か
。
そ

の
理
由
は
何
か
。 

(ハ ) 

告
示
し
及
び
掲
示
さ
れ
た
供
用
開
始
の
予
定
期
日
を
四
年
以
上
も
経
過
し
て
も
、
現
実
に
開
港
で
き
な

い
以
上
、
供
用
開
始
の
予
定
期
日
は
白
紙
で
あ
る
と
し
て
は
い
け
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
・
根
拠
は
何 

 

か
。 

(ロ ) 

供
用
開
始
の
予
定
期
日
と
は
、
一
体
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
て
い
る
の
か
。
供
用
を
開
始
し
得
る
合
理

的
な
可
能
性
の
あ
る
期
日
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
目
安
に
す
ぎ
な
い
の
か
。 

(イ ) 
既
に
告
示
し
及
び
掲
示
さ
れ
て
い
る
供
用
開
始
の
予
定
期
日
は
、
現
在
、
現
実
の
状
況
と
の
係
り
に
お

い
て
、
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
て
い
る
の
か
。 

場
合
に
つ
い
て
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
。 

一
五 

 



 

(5) 

予
定
期
日
よ
り
工
事
の
完
成
が
遅
延
し
た
理
由
と
し
て
、
三
つ
の
空
港
建
設
の
反
対
運
動
を
例
示
し
て
い

る
（
内
閣
衆
質
七
五
第
一
八
号
）
が
、 

(4) 
空
港
の
工
事
完
成
の
予
定
期
日
を
昭
和
四
七
年
六
月
三
〇
日
と
変
更
す
る
工
事
実
施
計
画
の
認
可
が
昭
和

四
七
年
六
月
二
七
日
に
な
さ
れ
て
い
る
（
内
閣
衆
質
七
五
第
一
八
号
）
が
、
現
実
に
は
工
事
は
完
成
し
て
い
な

い
。 

(イ ) 

鉄
塔
を
建
設
し
て
開
港
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
運
動
の
存
在
が
、
現
在
ま
で
の
工
事
完
成
の
遅
延
に
具

体
的
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
の
か
。
こ
の
反
対
運
動
と
空
港
建
設
過
程
と
の
関
係
は
何
か
。 

(ロ ) 

右
の
例
か
ら
か
ん
が
み
る
に
、
運
輸
大
臣
に
よ
る
工
事
実
施
計
画
の
認
可
は
、
誠
実
に
執
行
さ
れ
て
は

い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(イ ) 

わ
ず
か
三
日
後
に
完
成
す
る
予
定
が
狂
う
と
は
、
常
識
的
に
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
が
、
こ
の
三
日
間

で
工
事
完
成
の
期
日
を
遅
延
せ
し
め
る
、
し
か
も
、
予
測
不
可
能
な
い
か
な
る
事
態
が
発
生
し
た
の
か
。 

一
六 

 



 

(6) 

工
事
実
施
計
画
の
認
可
に
つ
い
て
は
、
航
空
法
第
三
九
条
が
準
用
さ
れ
る
が
、
同
条
第
一
項
で
必
要
と
な

る
基
準
が
、
Ｖ
Ｏ
Ｒ
・
Ｄ
Ｍ
Ｅ
及
び
Ｉ
Ｌ
Ｓ
に
つ
い
て
は
、
未
だ
運
輸
省
令
で
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
右
航 

(ニ ) 

昭
和
四
八
年
八
月
二
五
日
、
航
空
政
策
研
究
会
発
行
の
報
告
（
新
東
京
国
際
空
港
と
地
元
千
葉
県
の
立

場
）
に
よ
る
と
、
友
納
武
人
千
葉
県
知
事(

当
時)

は
、
成
田
空
港
の
開
港
を
一
日
で
も
早
く
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
未
だ
国
民
的
合
意
に
達
し
て
い
な
い
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
が
、
運
輸
省
・
公
団
が
、
成
田
空

港
の
早
期
開
港
に
つ
い
て
、
現
在
、
国
民
的
合
意
が
得
ら
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
そ
の
根
拠
を
具
体
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(ハ ) 

右
に
お
い
て
、
今
後
ど
の
よ
う
な
形
で
努
力
す
る
の
か
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(ロ ) 

例
示
し
た
三
つ
の
反
対
運
動
を
行
つ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
今
後
と
も
そ
の
理
解
を
得
る
よ
う
に
極

力
努
力
す
る
所
存
で
あ
る
と
答
弁
し
て
い
る
が
、
今
ま
で
ど
の
よ
う
な
努
力
を
し
て
き
た
か
を
具
体
的
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
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(9) 

日
本
国
憲
法
第
七
三
条
に
あ
る
法
律
を
誠
実
に
執
行
す
る
と
は
一
体
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
、
右
の
場
合 

(8) 

内
閣
法
第
一
条
で
言
及
さ
れ
る
日
本
国
憲
法
第
七
三
条
で
は
、
内
閣
の
事
務
と
し
て
、
法
律
を
誠
実
に
執

行
す
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
運
輸
省
令
を
制
定
も
せ
ず
行
わ
れ
た
運
輸
大
臣
に
よ

る
Ｖ
Ｏ
Ｒ
・
Ｄ
Ｍ
Ｅ
及
び
Ｉ
Ｌ
Ｓ
に
関
す
る
工
事
実
施
計
画
の
認
可
は
、
法
律
を
誠
実
に
執
行
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
の
か
。 

(7) 

右
に
お
い
て
運
輸
省
令
が
未
だ
制
定
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
運
輸
大
臣
に
そ
の
任
に
応
え
る
能
力
が
な
い

か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
運
輸
大
臣
の
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
な
の
か
。
そ
の
他
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

空
保
安
無
線
施
設
に
係
る
工
事
実
施
計
画
の
認
可
に
必
要
な
運
輸
省
令
を
定
め
ず
下
し
た
運
輸
大
臣
の
処
分

は
違
法
で
あ
り
従
つ
て
無
効
で
あ
る
と
思
料
す
る
が
、
政
府
の
見
解
を
根
拠
・
理
由
を
添
え
て
明
ら
か
に
さ

れ
た
い
。 

一
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八 

公
団
法
第
二
四
条
は
、
業
務
方
法
書
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
が
、 

(1) 

業
務
方
法
書
と
は
い
か
な
る
目
的
の
た
め
に
定
め
る
の
か
。 

(14) 

右
航
空
機
は
、
将
来
も
存
在
し
続
け
る
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(13) 

羽
田
空
港
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｓ
受
信
装
置
を
も
た
な
い
国
際
線
の
航
空
機
は
、
現
在
一
日
に
ど
の
程
度
進

入
着
陸
し
て
い
る
の
か
。 

(12) 

右
に
お
い
て
、
北
風
気
象
時
の
場
合
、
Ｉ
Ｌ
Ｓ
受
信
装
置
を
も
た
な
い
航
空
機
の
進
入
着
陸
は
ど
の
よ
う

に
な
る
の
か
。 

(11) 

Ｂ
滑
走
路
北
側
延
長
上
に
設
置
さ
れ
る
航
空
灯
火
は
、
な
ぜ
、
南
側
延
長
上
に
は
設
置
さ
れ
な
い
の
か
。 

(10) 

右
運
輸
大
臣
の
認
可
行
為
が
、
日
本
国
憲
法
第
七
三
条
及
び
内
閣
法
第
一
条
に
違
反
し
て
い
な
い
と
す
る

な
ら
そ
の
理
由
は
何
か
。 

に
即
し
て
具
体
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

一
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(5) 

公
団
法
第
三
九
条
二
号
は
、
業
務
方
法
書
の
認
可
に
は
、
運
輸
大
臣
と
大
蔵
大
臣
と
の
協
議
を
義
務
付
け

て
い
る
。 

(4) 

公
団
が
業
務
を
開
始
し
た
の
が
、
昭
和
四
一
年
七
月
三
〇
日
で
あ
り
、
業
務
開
始
の
際
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
運
輸
大
臣
に
よ
る
業
務
方
法
書
の
認
可
は
、
昭
和
四
六
年
一
二
月
一
日
付
で
あ
る
。
公
団
総
裁
に
よ

る
認
可
の
申
請
は
昭
和
四
六
年
一
〇
月
一
日
付
で
あ
る
。 

(3) 
業
務
方
法
書
は
、
公
団
の
業
務
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
作
用
及
び
機
能
を
も
つ
て
い
る
の
か
。 

(2) 
公
団
法
第
二
四
条
の
存
在
理
由
は
何
か
。 

(ハ ) 

運
輸
大
臣
は
な
ぜ
公
団
法
第
二
四
条
に
違
反
し
た
状
態
を
五
年
以
上
も
放
置
し
て
い
た
の
か
。 

(ロ ) 

右
に
つ
い
て
、
公
団
法
第
四
二
条
一
号
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
。 

(イ ) 

業
務
開
始
後
五
年
以
上
も
経
て
初
め
て
公
団
は
業
務
方
法
書
の
認
可
を
申
請
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
、
業

務
方
法
書
の
認
可
を
受
け
な
い
で
、
業
務
を
開
始
し
た
の
か
。 

二
〇 

 



 

九 

公
団
法
第
五
章
は
、
運
輸
大
臣
に
よ
る
公
団
の
監
督
に
つ
き
定
め
て
い
る
が
、 

(3) 

公
団
法
第
三
七
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
行
つ
た
立
入
検
査
の
年
月
日
と
そ
の
内
容
に
つ
き
、
す
べ

て
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(2) 

公
団
法
第
三
七
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
公
団
に
報
告
さ
せ
た
年
月
日
と
そ
の
内
容
に
つ
き
、
す
べ

て
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(1) 

公
団
法
第
三
六
条
第
二
項
で
規
定
さ
れ
る
命
令
が
、
公
団
に
対
し
発
出
さ
れ
た
年
月
日
を
そ
の
内
容
に
つ

い
て
、
す
べ
て
の
命
令
に
対
し
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(ハ ) 

右
に
お
け
る
運
輸
大
臣
と
大
蔵
大
臣
の
協
議
の
年
月
日
と
内
容
に
つ
き
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

(ロ ) 
そ
の
後
、
業
務
方
法
書
の
変
更
認
可
が
行
わ
れ
た
と
聞
く
が
、
そ
の
申
請
及
び
認
可
の
年
月
日
は
何 

か
。 

(イ ) 

昭
和
四
六
年
一
二
月
一
日
付
の
認
可
に
係
わ
る
協
議
は
、
い
つ
、
行
わ
れ
た
の
か
。
そ
の
内
容
は
何
か
。 

二
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十 
公
団
か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
空
港
用
地
の
取
得
の
た
め
と
称
し
て
土
地
収
用
法
が
昭
和
四
四
年
一
二
月
一

六
日
に
、
更
に
、
公
共
用
地
の
取
得
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
特
措
法
」
と
い
う
）
が
昭
和
四
五
年
一
二
月

二
八
日
に
発
動
さ
れ
た
。 

(1) 

特
措
法
に
係
わ
る
特
別
公
共
事
業
の
認
定
の
申
請
は
「
昭
和
四
六
年
度
早
々
に
空
港
の
供
用
を
開
始
す
る

こ
と
が
、
緊
急
不
可
欠
で
あ
る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
建
設
大
臣
に
昭
和
四
五
年
一
一
月
四
日
に
な
さ
れ
て

い
る
が
、
四
年
以
上
も
昔
に
供
用
を
開
始
す
る
こ
と
が
緊
急
不
可
欠
で
あ
る
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
在

に
至
る
も
、
供
用
開
始
の
メ
ド
す
ら
た
つ
て
い
な
い
。 

(ロ ) 

「
緊
急
不
可
欠
」
で
あ
つ
た
昭
和
四
六
年
早
々
の
供
用
開
始
は
お
ろ
か
、
そ
の
後
四
年
を
経
た
現
在
に
至

る
も
供
用
開
始
の
メ
ド
す
ら
た
つ
て
い
な
い
が
、
か
か
る
供
用
開
始
が
不
可
能
な
事
態
の
持
続
は
「
緊
急

不
可
欠
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
一
体
何
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
。 

(イ ) 

右
申
請
に
お
け
る
「
緊
急
不
可
欠
」
と
は
い
か
な
る
意
味
か
。
そ
の
定
義
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二
二 

 



 

(2) 

公
団
は
、
特
措
法
第
二
〇
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
六
年
二
月
三
日
に
緊
急
裁
決
の
申
立
を

千
葉
県
収
用
委
員
会
に
対
し
行
つ
た
が 

(ロ ) 

公
団
は
昭
和
四
七
年
初
頭
の
供
用
開
始
が
緊
急
不
可
欠
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
は
昭
和
四
六
年
五
月
ま 

(イ ) 

右
申
立
書
の
中
で
、
昭
和
四
七
年
初
頭
に
供
用
を
開
始
す
る
こ
と
が
緊
急
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
特
別

公
共
事
業
の
認
定
を
受
け
た
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
、
公
団
は
「
昭
和
四
六
年
度
早
々
」
で
は
な
く
「
昭
和

四
七
年
初
頭
」
の
供
用
開
始
が
緊
急
不
可
欠
で
あ
る
と
し
て
特
別
公
共
事
業
の
認
定
を
受
け
た
な
ど
虚
偽

の
申
立
て
を
千
葉
県
収
用
委
員
会
に
行
つ
た
の
か
。 

(ニ ) 

公
団
は
「
緊
急
不
可
欠
」
な
る
言
辞
を
ろ
う
し
て
、
建
設
大
臣
か
ら
特
別
公
共
事
業
の
認
定
を
受
け
た

が
、
こ
れ
は
公
団
の
虚
偽
の
申
告
に
基
づ
く
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(ハ ) 

右
に
お
い
て
、
昭
和
四
六
年
早
々
の
供
用
開
始
は
「
緊
急
不
可
欠
」
で
は
な
か
つ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い

の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

二
三 

 



 

(ニ ) 

公
団
に
は
当
該
事
業
を
遂
行
す
る
十
分
な
意
志
と
能
力
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
緊
急
裁
決
の

申
し
立
て
に
よ
り
特
定
公
共
事
業
に
必
要
な
未
取
得
用
地
が
す
べ
て
指
定
さ
れ
て
い
た
と
し
て
は
い
け
な 

(ハ ) 

特
措
法
第
二
〇
条
第
一
項
は
、
特
定
公
共
事
業
に
係
る
明
渡
裁
決
が
遅
延
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
事
業
の

施
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
、
緊
急
裁
決
を
認
め
て
い
る
が
、
供
用
開
始
に
つ
い
て
の
現

状
を
か
ん
が
み
る
に
、
明
渡
し
裁
決
が
遅
延
し
て
も
、
事
業
の
施
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
に
は
な
ら
な

か
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
仮
に
、
明
渡
裁
決
が
遅
延
し
た
と
し
て
ど
の
よ
う
な
支
障
が
事
業
の
施
行
に
現

わ
れ
た
こ
と
に
な
る
の
か
。 

で
に
工
事
に
着
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
緊
急
裁
決
の
申
立
て
を
し
て
い
る
が
、
現
在
に
至
る

も
供
用
開
始
の
メ
ド
す
ら
た
つ
て
い
な
い
。
公
団
は
建
設
大
臣
に
加
え
て
、
千
葉
県
収
用
委
員
会
に
ま 

 

で
、
虚
偽
の
言
辞
（
緊
急
不
可
欠
）
を
ろ
う
し
て
、
相
当
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の

理
由
は
何
か
。 

二
四 

 



 

十
一 

千
葉
港
頭
・
成
田
空
港
間
の
本
格
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
建
設
工
事
に
つ
い
て 

(4) 

昭
和
四
八
年
八
月
八
日
千
葉
市
長
よ
り
公
団
に
対
し
出
さ
れ
た
道
路
の
原
状
回
復
に
つ
い
て
の
通
知
（
四

八
千
道
管
占
第
二
一
四
四
五
）
を
今
も
つ
て
無
視
し
て
い
る
理
由
は
何
か
。 

(3) 

千
葉
市
道
路
占
用
条
例
の
現
状
回
復
の
条
文
に
よ
れ
ば
、
占
用
許
可
が
満
了
し
た
場
合
は
、
そ
の
満
了
日

に
現
状
回
復
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
公
団
が
千
葉
市
道
路
占
用
条
例
に
従
わ
な
く
て
も

よ
い
と
す
る
理
由
は
何
か
。 

(2) 

水
道
道
路
工
区
に
埋
設
さ
れ
て
い
る
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
は
道
路
占
用
許
可
の
な
い
違
法
な
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
で

は
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
は
何
か
。 

(1) 

佐
倉
・
四
街
道
工
区
及
び
酒
々
井
・
富
里
工
区
に
お
け
る
昭
和
五
〇
年
六
月
末
現
在
の
用
地
の
取
得
状
況

（
全
体
に
対
す
る
取
得
長
の
割
合
）
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

い
理
由
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二
五 

 



 

 

二
六 

十
二 
成
田
空
港
の
現
実
の
建
設
状
況
を
か
ん
が
み
る
に
運
輸
大
臣
は
自
ら
が
、
法
令
を
遵
守
し
、
自
己
の
職
務

を
誠
実
に
履
行
し
て
い
る
と
い
え
る
か
。 

右
質
問
す
る
。 


